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第７７回 通 常 総 会 次 第

日

　

時

　

令和７年５月２７日（火） １５時００分から

会

　

場 シェーンバッハ・サボー

１． 開

　　

会 （１５：００）

２． 会長挨拶

３． 来賓挨拶

４． 議

　　

事

第１号議案

　

令和６年度事業報告

第２号議案

　

令和６年度収支決算の承認を求める件

第３号議案

　

規約改正について承認を求める件

第４号議案

　

役員等改選等に伴う就任について承認を求める件

第５号議案

　

令和７年度事業計画（案）の承認を求める件

第６号議案

　

令和７年度収支予算（案）の承認を求める件

５． 閉

　　

会 （１６：００）



第１号議案

　　　

令矛［１６年度事業報告

令和６年度における会務及び事業実施状況について次のとおり報告します。

１． 会員の状況 （令和７年３月３１日現在）

一種会員

　　

４７団体

二種団体

　

１８３団体 （ダム４５団体含む）

合

　　

計

　

２ ３０団体

２． 会議の開催

（１） 通常総会の開催

　

令和６年５月 ３１日（水） １５時から、砂防会館シェーンバ ッハ・サボー（東

京都千代田区）において、第７６回 通常総会を国土交通省小笠原

　

憲一水管理・

国土保全局次長をはじめ水管理・国土保全局幹部の皆様を来賓にお迎えして、会

員２７０名 （１種会員３９団体、 ２種 会員７１団体、 市町村長８０名） の参加

をいただき、総勢３１６名にて開催し、下記議案につきまして提案のとおり、議

決いただきま した。
議

　

案

① 令和５年度事業報告

　

② 令和５年度収支決の承認を求める件

　

③ 令和６年度事業計画 （案） の承認を求める件

　

④ 令和６年度収支予算 （案）の承認を求める件

　

⑤ 役員等改選等に伴う就任について承認を求める件

（２）治水事業促進全国大会

　

令和６年１１月１２日 （火） 午後１４時３０分砂防会館シェーンバッハ・サ

ボー （東京都千代田区） において 「治水事業促進全国大会」 を麿瀬 昌由

　

国土

交通省技監はじめ、 多くの来賓のみな様、 また、 全国から治水事業に熱心・にご

尽力いただいている市町村長４５１名、 都道府県、 市町村等の関係者の皆様、
総勢１， ７２１名にご参集いただき、 開催いたしました。 主催者として脇 雅史

全国治水期成１司盟会連合会会長が挨拶を行い、 ご来賓を代表して、 鹿瀬

　

昌由

国土交通省技監からご祝辞を賜り、 続いてご臨席を賜った 衆議院議員並びに

参議院議員の先生方をご紹介した後、 議事に入りました。 はじめに、 国土交通

省水管理・国土保全局笠井

　

雅広治水課長から 「河川行政に関する最近の話

題」 について説明をいただきました。 次に、 加藤

　

文明

　

山形県戸沢村長から、

　

「山形県戸沢村における令和６年７月豪雨災害」 と題して意見発表をいただき

－１‐



ま した。 戸沢村においては、 昭和１９年、 ４４年、 平成３０年と豪雨災害に見

舞われており、 被災状況から、 国、 県、 村が協力し再度災害防止のための対策

を講じてきたが、 今回の災害は、 最上川の観測史上最高水位の１０．５７ ｍ と

なり、 過去の激甚な災害時よりも、 約２ｍ水位が上昇し、 浸水被災住家２６ ０

戸、 全村１， ４８４世帯数の１３，４％が被災する 「想定をはるかに超える」

水位を経験した。 被災の要因は、 地球温暖化による気象の変動であり、 水害に

対する安全率を高めるための、河道改修や洪水調節機能を保有する施設の整

備、 老朽化した施設の長寿命化を図ることも重要であるとともに、 日本のどこ

かで、 限定的な地域や流域が 「被災地」 となってしまわないように、 余裕高を

はるかに越え、 堤防を越水し、 本村が被災したこのような激甚な災害の河川水

位を 「どう捉え、 どう考え、 どう対策していくのか」 は、 関係各機関の連携の

もと、 地域の実情にあったハ」ド・ソフト対策の取り組みを着実に進めていく

ことが重要である。 と所見を述べられました。 次に地方大会の決議並びに意見

発表を受けて、 当連合会理事中村

　

健西尾市長から決議案の朗読をいただき、
全会一致で議決いただきました。 大会終了後、 本決議を要望書として、 衆議院

議員並びに参議院議員及び国土交通省並びに財務省等に要望活動を行いまし

た。

　

なお、 大会開催に先立ち、 指出

　

一正 株式会社ソトコ ト・ネットワーク執行

役員 『ソトコト』 編集長、 国土交通省 「水害リスクを自分事化し、 流域治水に

取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会」委員から、 「私たちは流域

で幸せを見つける～関係人ロとりジェネラティブ～」 と題し、 特別講演をいた

だきま した。

　

令和６年度治水事業促進全国大会の動画配信を行いました。

（３） 理事会について

　

春季理事会

令和６年５月８日（水）１１時から海運クラブ （千代田区平河町） において開

催 し、 第７６回通常総会等についてご審議いただき、 事務局提案のとおり議

決をいただきました。

　

秋季理事会

令和６年１０月 ３ ０日（水）１１時から海運クラブ （千代田区平河町） におい

て開催し、治水事業促進全国大会開催要領及び大会決議等についてご審議いた

だき、 事務局提案のとおり議決をいただきました。
理事会終了後、国土交通省関東地方整備局にご支援いただき、鶴見川多日的遊

水地の視察を行いました。



（４） 地方大会について

　

地方大会は、 各地域の特色を生かし、 近年の激甚化、 頻発化する災害から得

た教訓並びに復旧・復興の過程等から、流域全体で早急に実施すべき河川対策、
流域対策、ソフト対策からなる流域治水対策による、地域の安全・安心等の再

考を促す場を提供しました。
地方大会名 開催日 開催地

　

出席者数

東北地方治水大会

北陸地区治水大会

中部地方治水大会

近畿地方治水大会

中国地方治水大会

四国地方治水大会

九州地方治水大会

１０月 １５日

１０月 １６日

１０月

　　

４日

１０月

　　

７日

１０月２３日

１０月

　　

９日

　

山形県

　

（２００名）

石川県 令和６年能登半島地震

及び令和６年９月２０日から

の大雨による被害により中止

　

静岡県

　

（２５０名）

　

京都府

　

（３４０名）

　

岡山県

　

（２７５名）

　

高知県

　

（１５０名）

　

鹿児島県 （２３０名）九州地方治水大会

３． 治水事業推進に関する広報活動

　

（１） ホームページによる諸情報の発進について

　　　

ホームページお知らせのバナーに国土交通省水管理・国土保全局の施策・提

　　

言等を発表後、速やかに掲載するなど、会員のみな様に河川行政に特化した諸

　　

情報の入手が安易となるように努めました。これにより、当連合会の目的であ

　　

る事業の促進及び事業の緊急性の啓発に寄与しました。

（２） 機関紙 「治水」 の発行について （ホームページによる情報発信）

　　

内容の充実、情報の新鮮さに努めた結果、多くの読者の訪問をいただきまし

　

た。

（３） 各種情報のＥメールによる発信について

　　

全水連からのお知らせ及び国土交通省水管理・国土保全局の施策・提言等を

　

適時的確に会員あてにＥメールによる情報発信を行いました。 これにより治

　

水・利水事業の啓発並びに会員との意思の疎通を図ることができ、事務の効率

　

化に寄与しま した。

（４） 国土交通省が実施する治水関係の諸行事に対する協賛について

　　

諸行事実施に係る実行委員に参画、もしくは協賛することによって、当連合

　

会の目的である事業の促進、緊急ｒ生の啓発、促進のための刊行物発行に寄与し



ま した。
協賛した諸行事は以下のとおりです。
５月 「水防月間」、 ７月 「河川愛護月間」、 ７月 ７日 「川の日」

７月２１日からの旬間 「森と湖に親しむ旬間」



第２号議案

　

令和６年度収支決算の承認を求める件

令 和

　

６ 年 度

　

収 支 決 算

　

書

令和６年 ４月 １ 日から令和７年３月３１日まで

区

　　　

分 予

　

算

　

額 （Ａ） 決

　

算

　

額 （Ｂ） 差 額 （ＡーＢ）

当期収支の部

収入合計（Ａ） ３７，２４４，２００ ３７，２５４，９４１ △ １０，７４１

支出合計（Ｂ） ３８，８３０，０００ ３７，７７９，８６８ １，０５０，１３２

当期収支差額（Ｃ＝Ａ－Ｂ） △ １，５８５，８００ △５２４，９２７ △ １，０６０，８７３

前期繰越収支差額（Ｄ） １６，２１６，０２４ １６，２１６，０２４ ０

次期繰越収支差額（Ｃ＋Ｄ） １４，６３０，２２４ １５，６９１，０９７ △ １，０６０，８７３次期繰越収 支差額（Ｃ＋Ｄ）

　　　　　

１４，６３０，２２４

　　　　　

１５，６９１，０９７

　　　　

△ １，０６０，８７３

注

　

大阪府会費 未収金６，８９７，５００円は計上していない。



令和６年度収支決算書

（単位：円）

科目 予か 決押 増△滅
（Ａ－Ｂ） 備考

１事業活動収支の部

１事業活動収入

①会費収入
一種正会員会費

二種正会員会費

②未収入金収入

③雑収入

受取利息

④積立金取崩収入

財政調整積立金取崩

事業活動収入計（Ａ）

３７，２４３，９００

３４，４９８，９００

２，７４５，０００

　　

０

　　　

３００

　　　

３００

　　

０

　　

０

３７，２４４，２００

３７，２４３，９００

３４，４９８，９００

２，７４５，０００

　　

０

　

１１，０４１

　

１１，０４１

　　

０

　　

０

３７，２５４，９４１

　　

０

　　

０

　　

０

　　

０

△１０，７４１

△ １０，７４１

　　

０

　　

０

△１０，７４１

２事業活動支出

①事業費支出

　

事業促進費

　

全国大会負担金

　

地方大会負担金

　

機関紙発行費

②会議費支出

　

総会費

　

役員会費

③管理費支出

　

人件費

　

社会保険料

　

旅費交通費

　

通信運搬費

　

消耗品費

　

印刷製本費

　

光熱水料

　

賃借料

　

雑費

事業活動支出計（Ｂ）

１５，７４０，０００

８，５００，０００

　　

０

７’０００’０００

　

２４０，０００

２，７００，０００

１，０５０，０００

１，６５０，０００

１９，３９０，０００

１２，５００，０００

２，１００，０００

１，０５０，０００

　

２５０，０００

　

１３０，０００

　

２６０，０００

　

４００，０００

２，４００，０００

　

３００，０００

３７，８３０，０００

１４，５４０，０１５

８，２３３，６９９

　　

０

６，０８１，９１６

　

２２４，４００

２，９５７，１７０

１，３８５，４３６

１，５７１，７３４

１９，２８２，６８３

１２，３８３，９６２

２，６００，７６２

　

７９９，７６８

　

２２５，１４０

　

１１３，０２０

　

２５８，７７３

　

３５３，２０５

２，３２５，７８０

　

２２２，２７３

３６，７７９，８６８

１，１９９，９８５

　

２６６，３０１

　　

０

　

９１８，０８４

　

１５，６００

△２５７，１７０

‘ ３３５，４３６

　

７８，２６６

　

１０７，３１７

　

１１６，０３８

（）５００，７６２

　

２５０，２３２

　

２４，８６０

　

１６，９８０

　　

１，２２７

　

４６，７９５

　

７４，２２０

　

７７，７２７

１，０５０，１３２

事業活動収支差額（ＡーＢ） 乙 ５８５，８００ ４７５，０７３ △１，０６０，８７３

】６－



科目 予が 決浄 増△減
（Ａ－Ｂ）

備考

亘投資活動収支の部

１投資活動収入（Ｃ）

２投資活動支出

①積立金支出

　

退職給与積立金

　

財政調整積立金

　

投資活動支出計（Ｄ）

　

投資活動収支差額

　　

０

１’０００’０００

１’０００’０００

　　

０

１’０００’０００

　　

０

１’０００’０００

１’０００’０００

　　

０

１’０００’０００

Ｕ^

　　

＝^Ｖ

　　

＝^Ｖ

　　

ｎ
Ｕ

　　

Ｕ^

＝^Ｖ

△ １，０００’０００ △１’０００’０００ ０

ｍ財務活動収支の部

１財務活動収入（Ｅ）

２財務活動支出（Ｆ）

　

財務活動収支差額

Ｕ^

　　

Ｕ^

０

０

０

０

０ ０ ０

Ｗ予備費支出（Ｇ） ０ ０ ０

当期収入合計（Ｈ＝Ａ＋Ｃ＋Ｅ） ３７，２４４，２００ ３７，２５４，９４１ △ １０，７４１

当期支出合計（１＝Ｂ＋Ｄ＋Ｆ十Ｇ） ３８，８３０，０００ ３７，７７９，８６８ １，０５０，１３２

当期収支差額（Ｊ＝Ｈ‐１） △１，５８５，８００ △５２４，９２７ △１，０６０，８７３

前期繰越収支差額（Ｋ） １６，２１６，０２４ １６，２１６，０２４ ０

次期繰越収支差額（Ｊ十Ｋ） １４，６３０，２２４ １５，６９１，０９７ △１，０６０，８７３次期繰越収支差額（Ｊ十Ｋ）

　　　

１４，６３０，２２４

　　　

１５，６９１，０９７

　　　

１，０６０

【７－



全国治水期成同盟会連合会

　

会

　

長

　　

脇 雅

　

史

　

殿

令和６年度会計監査報告

全国治水期成同盟会連合会規約第１０条６項の規定に基づき、令和６年
度収支決算書について、証拠書類及び諸帳簿等を監査した結果、正確かつ
適正であることを確認したので、 報告します。

令和７年４月 ２２日

全国治水期成同盟会連合会

監 事

　

筆熱い夕‐

　　　　　

“

　　　

′

　

／鼻緒キラー一群｝

‐８ｍ



全国治水期成同盟会連合会

　

会

　

長

　　

脇 雅

　

史

　

殿

令和６年度会計監査報告

　

全国治水期成１司関．会連合会規約第１０条６項の規定に基づき、令和６年

度収支決算書について、証拠書類及び諸帳簿等を監査した結果、正確かつ

適正であることを確認したので、 報告します。

令和７年４月２５日

全国治水期成同盟会連合会

監事 顔＼肩 ぬ〕 建ちＦデー１



第３号議案

　

規約改正について承認を求める件

規約第８条

副会長５名以内を

　

副会長１０名以内に改正する。

改正理由

副会長の定員を増やし、 さらなる組織体制の強化を図るため

新旧対照表
第８条関係及び附則の改正

　　　　　　　　　　　　　

（傍線部分は改正部分）

改

　　　　

正

　　　　

後 現

　　　　

行

（役

　

員）

第８条

　

本会に、 次の役員を置く。
会

　

長 １名

副会長１０名以内

専務理事１名

理

　

事 若干名

監

　

事 ２ 名

　

冥利‐

　

貝ｌｊ

この規約は、 令和７年６月１日から

施行する。
附

　

則

この規約は、 総会において議決した

日から施行する。

　

２、３、４略

（役

　

員）

第８条

　

本会に、 次の役員を置く。
会

　

長 １名

副会長 ５ 名以内

専務理事 １名

理

　

事 若干名

監

　

事 ２ 名

附

　

則

この規約は、 総会において議決した

日から施行する。

　　

２、３、４略

ーｌｏ－



第４号議案

　　

役員等改選等に伴う就任について承認を求める件

ｏ会長及び副会長につきましては、 ４月 ２５日（金）に評議員会を開催し、選

任いただきました。 総会の承認を得て会長が委嘱します。
ｏ理事につきま しては、 ４月 ２５日（金）に評議員会を開催し、選任いただき

ました。 会長が委嘱します。
ｏ 監事につきましては、 ４月 ２５日（金）に評議員会を開催し、選任いただき

ました。 総会の承認を得て会長が委嘱します。
ｏ 最高顧問の推挙及び顧問の委嘱につきましては、 ５月９日（金）に理事会を開

催し、 決議いただいきました。 最高顧問につきましては、 総会にて推挙をいた

だきます。 顧問につきましては、 会長が委嘱します。

　

（参考：全国治水期成同盟会連合会規約抜粋）

１． 役員の選任

　　

（役員の選任）

　　

第９条

　

会長及び副会長は、評議員会で選任し、総会の承認を得て会長が

　　　　

委 嘱 す る。

　　

２

　

理事は、 評議員会で選任し、 会長が委嘱する。

　　

３

　

監事は、 評議員会で選任し、 総会の承認を得て会長が委嘱する。

　　

４

　

専務理事は、 理事のうちから会長が指名する。

　　

５

　

理事及び監事は、 相互に兼ねることができない。

　　

６

　

専務理事は、 事務局長を兼ねる事ができる。

２． 最高顧問及び顧問の委嘱

　　

（最高顧問及び顧問）

　　

第１４条

　

本会に、 最高顧問及び顧問を置くことができる。

　　

２

　

最高顧問は本会に多大の貢献のあった者のうちから、 理事会の議決

　　　

を経て、 総会で推挙する。

　　

３

　

顧問は、 理事会の議決を経て、 会長が委嘱する。

　　

４

　

最高顧問は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じ、又は会長

　　　

に対して意見を述べることができる。

　　

５

　

顧問は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることがで

　　　

き る。

　　

６

　

顧問の任期は、 委嘱の日から次期通常総会終了の日までとする。

　　　

ただし再任を妨げない。



全国治水期成同盟会連合会役員（案）

役職 氏

　

名 公

　

職 協

　

会

　

等

　

役

　

職 備考

会長 脇

　　　　

雅

　　　

史
脇雅史政策研究会

　

会長
元参議院議員

１ｉ会長 花

　　

角

　　

英

　　

世 新潟県知事 任期：令和８年５月３１日

木

　　　　

幡

　　　　

浩 福島市長 東北直轄河川治水期成同盟会連合会会長

柴

　　

橋

　　　

正

　　

直 岐阜／市長

　

・ 道

　

藍ロ「”・”^

　

ム日… 、^＋△△△…中部直轄河川治ノト川′戊同ニムニ。不云

原

　　

口

　　　

新

　　

五 久留米市長 Ｌ州治水期成同盟連合会会長

宮

　

坂

　　

尚

　

市

　

朗 厚真町長

　　　

」“′

　

”′

　

・

　

“【・’

　　　　

皿

　

、ｒｒ′

　

′い１、‘ム「「”０

　

人

　

Ｅ

　　　　　　

′ノハト「′

　

”′，”，ナ刀く－′Ｌ起＝－～””≠→′、 理事から副会長

　　　　　　

′ノハト「′

　

”′，”，十刀く－′Ｌ起＝－～””≠→′、

中

　　

原

　　　

八

　　

一 新潟市長 田ｌ 新任副会長

　

生阻・河戸・

西

　　　　

行

　　　　

茂 撮井市長 近畿

　　

河川治水期＝ 理事から副会長近畿直轄河川治水期＝

伊

　　

東

　　　

香

　　

織 倉敷市長

　　　　　

．

　　　　　　

・

　　　　　　　　　

へ

　

、▲１“

　

＾へ

　

＾

　

に

　　

－コ、ｎノ」

　

”▼”

　

ｐ・Ｊ且且

　　　

いｒ

　

口

　

」｛

　

”Ｊ；Ｋ 新任副会長

二

　　

宮

　　　

隆

　　

久 大洲十市長 四国治水期成同盟連合会会長 理事から副会長

専務理事 椿

　　

本

　　

和

　　

幸
全国治水期成同盟会連合会
事務局長

理事 黒

　　

岩

　　　

祐

　　

治 神奈川知事 任期：令和８年５月３１日

一

　　

見

　　

勝

　　

之 三重県知事 任期：令和８年５月３１日

浜

　　

田

　　　

正

　　

利 新得町長
」′山ｒ１ 陶［淋川開会副会長 新任理事北海道補助グ・…

　　

′〈へ信

伊

　　

藤

　　

康

　　

志 大崎市長 ′工合・鳴瀬・吉田川＊緩１］』誓士．コｎ月^ 〈Ｅ

高

　　　

橋

　　　　

大 横手市長 東北ダム事業促進連絡協議会会長

高

　　　　

橋

　　　　

靖 水戸中長 那珂月曜々 修馴｝ルー

井

　　

出

　　

敏

　　

期 能美市長 石川県治水協会会長

田

　　

中

　　

幹

　　

大 南砺市長 利賀ダ」ふ

中

　　　

村

　　　　

健 西尾市長 ；、′

　

」〔；ｉＴＩＥｉ・●－

佐

　　

藤

　　　

健

　　

司 大津市長 近畿直轄ダム事業等促進協議会副会長 新任理事

上

　　

定

　　

昭

　　

仁 松江市長 斐伊川水系治水期成同盟会会長

松

　　

浦

　　　

敬

　　

治 東みよし町長 吉野川↓；』＝．↓ 新任理事

土

　　

居

　　

昌

　　

弘 竹田市長 竹田水害緊急治水ダム建設促進委員会顧問

田

　　

中

　　

良

　　

薩摩川内市長 川内川 ト．・泰治ムマ′ｕ

監事 演

　　

田

　　

副

　　

史 高槻市長 淀川右岸治水′ＰＸＬ＝み１；

佐

　　

藤

　　

善

　　

イ …一関市長 コヒ．ヒｉＥ「ト清治

一２－



顧問名簿（案）
役

　　　　

職 氏

　　　　　

名 現

　　　　

職

最 高顧 問 陣

　　　

内

　　　

孝

　　

雄

井

　　　

上

　　　

信

　　　

治

平

　　　　

口

　　　　　

洋

古

　　

川

　　　

禎

　　

久

石

　　　

井

　　　

正

　　　

弘

佐

　　

藤

　　

信

　　

秋

元

　　

参

　　

議

　　

院

　　

議

　　

員

元全国治水期成同盟会連合会 会長

衆

　　　

挫 蓬

　　　

口

　

蔵

　　　

院

　　　

織

　　　

貝

衆

　　　

議

　　　

院

　　　

議

　　　

員

衆

　　　

議

　　　

院

　　　

議

　　　

員

参

　　　

議

　　　

院

　　　

議

　　　

員

参

　　　

議

　　　

院

　　　

議

　　　

員

”１３【



第５号議案

　　

令和７年度事業計画 （案） の承認を求める件

１． 会員の状況

一 種会 員

　　　　

４７

　

団体

二種会 員

　　　

１ ８２

　

団体 （退会：新潟県河川協会）

合

　　

計

　　　

２２９

　

団体

２． 事業及び活動方針等

（１）地方治水大会の開催

　

治水事業促進全国大会を開催し、 治水関係事業予算の所要額の確保を図るた

め、 地方治水大会を開催地の地方公共団体、 県河川協会等と共催し、 地方治水

大会を開催する。
令和５年度は次により開催する。

大会名 開催予定日 開催予定地

東北地方治水大会

北陸地方治水大会

中部地方治水大会

近畿地方治水大会

中国地方治水大会

四国地方治水大会

九州地方治水大会

１ ０月

　　

９日（木）
１０月 ２２日（水）
１０月 ２８日（火）
１０月 １６日（木）
１０月１５日（水）
１０月 ２０日（月）
１ ０月

　　

７日（火）

秋田県
新潟県
三重県

滋賀県
島根県

愛媛県

佐賀県

（２）治水事業促進全国大会の開催

　

本年度も政府の予算編成の時期に合わせて、 各地方治水大会の成果を結集し

て、 治水事業促進全国大会を開催し、 大会終了後決議事項の実現を期するた

め、 国会、 政府並びに関係機関に対して強力に要望活動を実施する。

　

日時

　

令和７年１１月 １１日 （火）

　

１４

　

時３０分から

　

場所

　

シェーンバッハ・サボ← （東京都千代田区）

　

治水事業促進全国大会に先立ち特別講演会を実施する。
（３）要望活動（再掲）

　

治水・利水事業の推進のため、 各地方治水大会、 治水事業促進全国大会等の

活動を通じて、 国会、 政府並びに関係機関に対して要望活動を実施する。

（４） 広報活動等

　

① 機関誌 「治水」 の発行を通じて、 会員をはじめ国民に対して、 治水・利水

　　

事業の推進に関する広報活動を行う。

　

② 会員様あて情報発信 （Ｅメ」ルを使用） に努める。

－１４】



③ 各種大会においての、 パンフレット等の配布を通じて治水・利水事業の重

　

要性、 緊急性の啓発に努める。
④ 国土交通省並びに関係団体が実施する各種行事について、 参画または協賛

　

す る。

（５） 会議の開催

通常総会、 臨時総会、 理事会等必要に応じて適時開催する。

“１５Ｍ



第６号議案

　　

令和７年度収支予算（案）の承認を求める件

令和７年度収支予算（案）

科目 予か 前年度予算額

　　

（Ｂ）
増△減
（Ａ－Ｂ）

備考

１事業活動収支の部

１事業活動収入

①会費収入

一種正会員会費

二種正会員会費

②未収入金収入

③雑収入

受取利息

④積立金取崩収入

財政調整積立金取崩

事業活動収入計（Ａ）

３７，２２８，９００

３４，４９８，９００

２，７３０，０００

　　

０

　

１１’０００

　

１１’０００

　　

０

　　

０

３７，２３９，９００

３７，２４３，９００

３４，４９８，９００

２，７４５，０００

　　

０

　　　

３００

　　　

３００

　　

０

　　

０

３７，２４４，２００

△ １５，０００

　　

０

△ １５，０００

　　

０

　

ｌｏ’７００

　

ｌｏ’７００

　　

０

　　

０

△４，３００

２事業活動支出

①事業費支出

　

事業促進費

　

全国大会負担金

　

地方大会負担金

　

機関紙発行費

②会議費支出

　

総会費

　

役員会費

③管理費支出

　

人件費

　

社会保険料

　

旅費交通費

　

通信運搬費

　

消耗品費

　

印刷製本費

　

光熱水料

　

賃借料

　

雑費

事業活動支出計（Ｂ）

１５，０５０，０００

７，８２０，０００

　　

０

７’０００’０００

　

２３０，０００

２，７３０，０００

１，１３０，０００

１，６００，０００

１９，７９０，０００

１２，５００，０００

２，４５０，０００

　

８００，０００

　

２３０，０００

　

１２０，０００

　

２６０，０００

　

３７０，０００

２，８２０，０００

　

２４０，０００

３７，５７０，０００

１５，７４０，０００

８，５００，０００

　　

０

７’０００’０００

　

２４０，０００

２，７００，０００

１，０５０，０００

１，６５０，０００

１９，３９０，０００

１２，５００，０００

２，１００，０００

１，０５０，０００

　

２５０，０００

　

１３０，０００

　

２６０，０００

　

４００，０００

２，４００，０００

　

３００，０００

３７，８３０，０００

△６９０，０００

△６８０，０００

　　

０

　　

０

△ｌｏ，０００

　

３０，０００

　

８０，０００

△５０，０００

　

４００，０００

　　

０

　

３５０，０００

△２５０，０００

△２０，０００

△ｌｏ，０００

　　

０

△３０，０００

　

４２０，０００

△６０，０００

△２６０，０００

事業活動収支差額（Ａ－Ｂ） △３３０，１００ △５８５，８００ ２５５，７００

－１６‐



科目 予選戸 前年度予算額

　　

（Ａ）
増△減
（Ａ－Ｂ）

備考

ｎ投資活動収支の部

１投資活動収入（Ｃ）

２投資活動支出

①積立金支出

　

退職給与積立金

　

財政調整積立金

　

投資活動支出計（Ｄ）

　

投資活動収支差額

　　

０

１’０００’０００

１’０００’０００

　　

０

１’０００，０００

　　

０

１’０００’０００

１’０００，０００

　　

０

１’０００’０００

＝^ｖ

　　

＝^ｖ

　　

ｎ
ｖ

　　

＝^Ｕ

　　

＝^Ｖ

＝^ｖ

△ １’０００’０００ △ １’０００’０００ ０

ｍ財務活動収支の部

１財務活動収入（Ｅ）

２財務活動支出（Ｆ）

　

財務活動収支差額

Ｕ^

　　

＝^ｖ

０

０

０

０

０ ０ ０

Ｗ予備費支出（Ｇ） ０ ０ ０

当期収入合計（ＨコＡ＋Ｃ＋Ｅ）

当期支出合計（１＝Ｂ十Ｄ＋Ｆ十Ｇ）

当期収支差額（Ｊ＝Ｈ‐１）

前期繰越収支差額（Ｋ）

３７，２３９，９００

３８，５７０，０００

乙 １，３３０，１００

１５，６９１，０９７

３７，２４４，２００

３８，８３０，０００

△ １，５８５，８００

１６，２１６，０２４

△４，３００

△２６０，０００

　

２５５，７００

△５２４，９２７

次期繰越収支差額（Ｊ十Ｋ） １４，３６０，９９７ １４，６３０，２２４ △２６９，２２７

注

　

大阪府会費未収金６，８９７，５００円は計上していない。

ｍ”－



令和７年度会費負担額調書

（単位：千円）一種正会員

会員名
会

　　　　

費
会員名

会

　　　　

費

令和７年度 令和６年度令和７年度 令矛［１６年度

北海 道

青

　

森

岩

　

手

宮

　

城

秋

　

田

山

　　

形

福

　

島

茨

　

城

栃

　

木

群

　

馬

埼

　

玉

千

　

葉

東

　

京

神奈川

新

　

潟

山

　

梨

長

　

野

富

　

山

石

　　

川

岐

　

阜

静

　

岡

愛

　

知

三

　　

重

福

　

井

１，８７１．Ｉ

５６７．Ｏ

６２３．７

７２０．９

５３４．６

９３９．９

８１０．Ｏ

　

５７５．Ｉ

　

５２６．５

６９６．６

１，１９８．８

　

８１８．８

１，３５２．７

１，１９８．８

１，３２０．３

　

４８６．Ｏ

　

６６４．２

　

５５０．８

　

４４５．５

　

７０４．７

　

８０１．９

　

８７４．８

　

５０２．２

　

６１５．６

１，８７１．Ｉ

５６７．Ｏ

６２３．７

７２０．９

５３４．６

９３９．９

８１０．Ｏ

　

５７５．Ｉ

５２６．５

　

６９６．６

１，１９８．８

８１８．８

１，３５２．７

１，１９８．８

１，３２０．３

　

４８６．Ｏ

　

６６４．２

　

５５０．８

　

４４５．５

　

７０４．７

　

８０１．９

　

８７４．８

　

５０２．２

　

６１５．６

滋

　

賀

京

　

都

大

　

阪

兵

　

庫

奈

　

良

和 歌山

鳥

　

取

島

　

根

岡

　

山

広

　

島

山

　　

口

徳、

　

，島

香

　

川

愛

　

媛

高

　

知

福

　

岡

佐

　

賀

長

　

崎

熊

　

本

大

　

分

宮

　

崎

鹿 早島

沖

　

縄

５７５．Ｉ

５８３．２

１，５７９．５

９９６．３

５５０．８

４８６．Ｏ

４３７４

６８０．４

６２３．７

８２６．２

６７２．３

５２６．５

　

３９６．９

　

５５０．８

　

５７５．Ｉ

　

８２６．２

　

８０１．９

　

５５０．８

　

７１２．８

　

５４２．７

　

５５８．９

　

６０７．５

　

４３７．４

５７５．Ｉ

５８３．２

１，５７９５

９９６．３

５５０．８

４８６．Ｏ

４３７．４

６８０．４

６２３．７

８２６．２

６７２．３

５２６．５

３９６．９

　

５５０．８

　

５７５．Ｉ

８２６．２

８０１．９

　

５５０．８

７１２．８

　

５４２．７

　

５５８．９

　

６０７．５

　

４３７４

合

　

計 ３４，４９８．９ ３４，４９８．９

二種正会員

　

－団体 １５，０００円
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全国治水期成同盟会連合会規約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平 成 １４ 年１１月２１ 日総会議決

（名

　

称）

第１条

　

本会は、 全国治水期成同盟会連合会と称する。
（目

　

的）

第２条

　

本会は、 治水及び利水事業の緊要性の普及徹底を図るとともに、 これら事業

　

の実施を強力に推進することを目的とする。

（事務所）

第３条

　

本会は、 事務所を東京都に置く。
（事

　

業）

第４条

　

本会は、 第２条の目的を達成するため、 次の事業を行う。

　

ｍ

　

治水及び利水事業の促進に関する事業

　

（２） 治水及び利水事業の緊要性の啓発宣伝に関する事業

　

｛３） 治水及び利水事業に関する建議および要請

　

朝

　

治水及び利水事業を促進する刊行物の頒布

　

｛５｝

　

その他本会の目的を達成するために必要な事業

（会

　

員）

第５条

　

本会は、 次の会員をもって構成する。

　

｛１｝

　

一種正会員

　

｛２｝

　

二種正会員

　

（３｝

　

賛助会員

２

　

一種正会員は都道府県とする。
３

　

二種正会員は、 都道府県以外の地方公共団体ならびに治水及び利水関係期成同盟

　

会等の団体とする。

４

　

賛助会員は前二項に規定する者以外の者で、 本会の趣旨に賛同した団体とする。

（会

　

費）

第６条

　

会員は、 総会で定める予算に基づき、 会費を納めなければならない。

（支

　

部）

第７条

　

本会は、 必要に応じ、 各都道府県に支部を置くことができる。

（役

　

員）

第８条

　

本会に、 次の役員を置く。
会

　

長 １名

副会長

　

５ 名以内

専務理事 １名

理

　

事 若干名

監

　

事 ２ 名

－１９」



（役員の選任）

第９条

　

会長及び副会長は、 評議員会で選任し、 総会の承認を得て会長が委嘱する。

２

　

理事は、 評議員会で選任し、 会長が委嘱する。

３

　

監事は、 評議員会で選任し、 総会の承認を得て会長が委嘱する。
４

　

専務理事は、 理事のうちから会長が指名する。
５

　

理事及び監事は、 相互に兼ねることができない。

６

　

専務理：事は、 事務局長を兼ねる事ができる。

（役員の職務）

第１．０条

　

会長は、 本会を代表し、 会務を統理する。

２

　

副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故あるときにはその職務を代理する。
３

　

専務理事は、 会長、 副会長を補佐し、 本会の常務を執行する。
４

　

理事は、 理事会を組織し、 会務を執行するほか、 次の事項を議決する。

　

｛１｝

　

総会に附議する事項

　

｛２｝

　

総会又は評議員会の議決を要する事項で、 急を要し、 会長が総会又は評議員会を

　

招集するいとまがないと認めた事項

５

　

前項第２号の規定により議決した事項については、 会長は、 次の総会又は評議員会

　

に報告して承認を求めなければならない。
６

　

監事は、 本会の会計を監査し、 その結果を会長に報告しなければならない。

（役員の任期）

第１１・条

　

役員の任期は、 ２年とする。 ただし、 再任を妨げない。

２

　

前項の任期が満了した後も後任者が就任するまでは、 前任者がその職務を行うもの

　

とする。

３

　

補欠による役員の任期は、 前任者の残任期間とする。
（評議員及び評議員の職務）

第１２条

　

評議員は、 支部の推せんに基づき、 会長が委嘱する。
２

　

評議員は、 評議員会を組織し、 本会の重要事項を審議する。
（評議員の任期）

第１３条

　

評議員の任期は、２ 年とする。 ただし、 再任を妨げない。

２

　

補欠による評議員は、 前任者の残任期間とする。

（最高顧問及び顧問）

第１４条

　

本会に、 最高顧問及び顧問を置くことができる。
２

　

最高顧問は本会に多大の貢献のあった者のうちから、 理事会の議決を経て、 総会で

　

推挙する。

３

　

顧問は、 理事会の議決を経て、 会長が委嘱する。

４

　

最高顧問は、 本会の重要な事項について会長の諮問に応じ、 又は会長に対して意見

　

を述べることができる。

５

　

顧問は、 会長の諮問に応 じ、 又は会長に対して意見を述べることができる。

６

　

顧問の任期は、 委嘱の日から次期通常総会終了の日までとする。

　　

ただし再任を妨げない。

－２０－



（参

　

与）

第１５条

　

本会に、 参与を置くことができる。

２

　

参与は、 会長が委嘱する。

３

　

参．与は、 会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

（会

　

議）

第１６条

　

総会は、 通常総会及び臨時総会とし、 通常総会は、 毎年１回開くものとする。
２

　

総会においては、 この規約に定めるもののほか次の事項を議決する。

　

（１｝

　

事業計画及び収支予算の決定

　

｛２｝

　

事業及び収支決算に関する事項

　

｛３｝

　

その他本会の運営に関する重要な事項

第１７条

　

会議は、 会長が招集し、 会議の議長は、 会長をもってあてる。

２

　

会議は、 出席者の過半数をもって決し、 可否同数のときは、 議長の決するところに

　

よる。

（会

　

計）

第１８条

　

本会の経費は、 次の各号の収入をもってあてる。

　

（１） 通常会費

　

（２） 臨時会費

　

（３） 寄付金

　

麹 その他の収入

２

　

本会の会計年度は， 毎年４月１ 日から翌年の３月３１ 日までとする。

（事務局）

第１９条

　

本会に、 事務局を置く。

２

　

事務局に事務局長及び職員を置き、 事務局長および職員は、 会長が任免する。

（規約の変更）

第２０条

　

この規約は、 総会において出席会員の４分の３以上の同意がなければ

　

変更することができない。

（解

　

散）

第２１条

　

本会は、 第２条の目的を達成したときに解散する。

２

　

解散するときは、 総会において出席会員の４分の３以上の同意を得なければ

　

ならない。

　

附

　

則

この規約は、 総会において議決した日から施行する。

２

　

この規約の施行の日をもって、 昭和２３年３月 ７日に制定された 「全国治水期成

　

同盟会連合会規約」 および昭和２６年１１月１日に制定された 「全国河川総合開発

　

促進期成同盟会規約」 は廃止する。
３

　

本規約の施行の際、 従前の全国治水期成同盟会連合会規約の規定に基づいて選任

　

された現役員の任期は、 平成１５年５月３１日とする。

４

　

本規約の施行の際、 全国河川総合開発促進期成同盟会規約の規定に基づいて選任

　

された現役員の任期は、 本規約施行の日までとする。

ｍ２１”


